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国　税／�3月分源泉所得税の納付� 4月10日
国　税／�2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 4月30日
国　税／�8月決算法人の中間申告� 4月30日
国　税／�5月、8月、11月決算法人の消費税等の�

中間申告（年3回の場合）� 4月30日
地方税／�給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

� 4月15日
地方税／�固定資産税（都市計画税）第1期分の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧�

� 4月1日〜4月20日�
�または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／�軽自動車税の納付�
� 市区町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／�労働者死傷病報告（休業4日未満：1月〜3月分）�
� 4月30日

　デジタル庁が提供する政府共通の業務実施
環境。国税当局では昨年より金沢・福岡国税
局で導入が始まり、今年6月までに全国の国
税局へ順次展開される予定です。税務署等職
員との連絡に、GSSにより提供されるメール、
Web会議、オンラインストレージなどの各ツー
ルが、必要に応じて利用可能となります。

ワンポイント GSS（ガバメントソリューションサービス）

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日
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4 月号─2

　

当
時
は
フ
ル
タ
イ
ム
正
社
員
が
雇

用
の
中
心
を
占
め
て
お
り
、
非
正
規

雇
用
の
割
合
は
現
在
ほ
ど
高
く
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
長
期
雇
用
を
前
提

と
し
た
人
事
制
度
の
下
、
企
業
は
安

定
的
な
労
働
力
を
確
保
し
、
労
働
者

も
同
一
企
業
で
働
き
続
け
る
こ
と
を

前
提
に
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
ま

し
た
。

　

賃
金
構
造
は
、
年
齢
や
勤
続
年
数

に
応
じ
て
上
昇
す
る
傾
向
が
強
く
、

年
齢
別
賃
金
カ
ー
ブ
は
中
高
年
層
に

向
け
て
大
き
く
上
昇
す
る
形
を
描
い

て
い
ま
し
た
。
若
年
期
の
賃
金
は
抑

え
ら
れ
る
一
方
、
長
く
勤
め
る
こ
と

で
将
来
的
な
賃
金
上
昇
が
見
込
め
る

構
造
は
、
終
身
雇
用
と
密
接
に
結
び

付
い
て
い
ま
し
た
。

二
　
令
和
の
働
き
方
と
近
年
の
変
化

　

令
和
に
入
り
、
労
働
時
間
と
休

日
・
休
暇
の
両
面
に
お
い
て
、
働
き

方
は
転
換
点
を
迎
え
て
い
ま
す
。
旧

来
の
「
長
く
働
く
こ
と
」
を
前
提
と

す
る
構
造
は
、
近
年
、
数
値
の
上
で

も
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

年
間
総
実
労
働
時
間
は
長
期
的
な

減
少
傾
向
が
続
い
て
お
り
、
近
年
は

１
７
０
０
時
間
台
で
推
移
す
る
年
が

一
般
的
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
変

化
は
、
景
気
循
環
に
よ
る
一
時
的
な

要
因
で
は
な
く
、
時
間
外
労
働
規
制

の
強
化
や
労
働
時
間
管
理
の
見
直
し

と
い
っ
た
制
度
的
対
応
、
短
時
間
労

働
者
の
増
加
な
ど
様
々
な
要
因
が
積

み
重
な
っ
た
結
果
と
い
え
ま
す
。

　

加
え
て
、
休
日
や
休
暇
の
面
で
も
、

昭
和
期
と
は
明
確
に
異
な
る
状
況
が

統
計
に
表
れ
て
い
ま
す
。
令
和
７
年

就
労
条
件
総
合
調
査
に
よ
る
と
、
令

和
６
年
１
年
間
の
年
間
休
日
総
数
は
、

労
働
者
１
人
平
均
で
１
１
６
・
６
日

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
昭
和
60

年
以
降
で
最
も
多
い
水
準
で
す
。

　

年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て
も
、
令

和
６
年
の
取
得
日
数
は
、
労
働
者
１

人
平
均
で
12
・
１
日
、
取
得
率
は

66
・
９
％
に
達
し
て
お
り
、
こ
れ
は

昭
和
59
年
以
降
で
最
も
高
い
水
準
と

な
っ
て
い
ま
す
（
参
考
：
昭
和
後
半

は
50
％
台
前
半
）。

　

令
和
の
働
き
方
は
、
昭
和
・
平
成

期
に
当
た
り
前
と
さ
れ
て
き
た
労
働

慣
行
と
は
明
確
に
異
な
る
段
階
に
入

り
つ
つ
あ
り
、
企
業
に
と
っ
て
も
新

た
な
前
提
条
件
と
し
て
捉
え
る
必
要

が
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

三
　
高
齢
化
社
会
と
働
き
方
の
変
容

　

高
齢
化
の
進
行
は
、
日
本
の
働
き

方
に
構
造
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
て

い
ま
す
。
昭
和
の
時
代
に
は
、「
定

年
を
迎
え
れ
ば
仕
事
を
引
退
す
る
」

と
い
う
人
生
設
計
が
一
般
的
で
、
高

齢
期
の
就
業
は
例
外
的
な
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
近
年

の
調
査
を
見
る
と
、
60
歳
代
後
半
か

ら
70
歳
代
前
半
に
お
け
る
就
業
率
は

長
期
的
に
上
昇
し
て
お
り
、
昭
和
期

に
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
水
準

に
達
し
て
い
ま
す
。
特
に
65
～
69
歳

層
で
は
、
就
業
率
が
５
割
前
後
に
ま

一
　
昭
和
～
平
成
期
の
働
き
方

　

昭
和
か
ら
平
成
に
か
け
て
の
働
き

方
を
統
計
か
ら
見
る
と
、「
長
時
間
・

正
社
員
中
心
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
浮

か
び
上
が
り
ま
す
。

　

年
間
総
実
労
働
時
間
は
昭
和
後
期

か
ら
平
成
初
期
に
か
け
て
１
人
当
た

り
２
０
０
０
時
間
超
で
推
移
し
、
時

間
外
労
働
の
規
制
や
管
理
も
限
定
的

で
、
繁
忙
期
に
は
長
時
間
労
働
が
常

態
化
す
る
職
場
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

統
計
情
報
を
活
か
し
た

統
計
情
報
を
活
か
し
た

働
き
方
の
見
直
し

働
き
方
の
見
直
し

　
日
本
の
働
き
方
は
、
か
つ
て
の「
長
時
間
労
働
・
終
身
雇
用
・

　
日
本
の
働
き
方
は
、
か
つ
て
の「
長
時
間
労
働
・
終
身
雇
用
・

年
功
序
列
」か
ら
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
少
子
高
齢
化

年
功
序
列
」か
ら
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
少
子
高
齢
化

や
価
値
観
の
多
様
化
を
背
景
に
、
労
働
時
間
や
賃
金
制
度
、
雇

や
価
値
観
の
多
様
化
を
背
景
に
、
労
働
時
間
や
賃
金
制
度
、
雇

用
形
態
な
ど
の
実
態
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
ま
す
。

用
形
態
な
ど
の
実
態
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
ま
す
。

　
本
記
事
で
は
、
統
計
デ
ー
タ
を
基
に
昭
和
・
平
成
か
ら
現
在

　
本
記
事
で
は
、
統
計
デ
ー
タ
を
基
に
昭
和
・
平
成
か
ら
現
在

ま
で
の
働
き
方
の
変
化
を
整
理
し
、
こ
れ
か
ら
求
め
ら
れ
る
働

ま
で
の
働
き
方
の
変
化
を
整
理
し
、
こ
れ
か
ら
求
め
ら
れ
る
働

き
方
の
見
直
し
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

き
方
の
見
直
し
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
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で
高
ま
っ
て
お
り
、
高
齢
に
な
っ
て

も
働
く
こ
と
が
一
般
的
な
選
択
肢
に

な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

企
業
側
も
、
定
年
制
の
見
直
し
や

継
続
雇
用
制
度
の
導
入
が
広
く
浸
透

し
、
70
歳
ま
で
の
就
業
機
会
確
保
措

置
（
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
に
お
い

て
、
65
歳
以
降
は
努
力
義
務
）
に
取

り
組
む
企
業
も
増
加
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
単
な
る
法
令
対
応
に
と
ど

ま
ら
ず
、
労
働
力
確
保
の
観
点
か
ら

高
年
齢
者
が
重
要
な
担
い
手
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

昭
和
期
に
は
「
引
退
」
が
前
提
で

あ
っ
た
高
齢
期
の
位
置
づ
け
は
、
現

在
で
は
「
就
業
の
継
続
」
と
い
う
形

へ
と
大
き
く
転
換
し
て
お
り
、
企
業

の
人
材
活
用
の
在
り
方
そ
の
も
の
が

問
わ
れ
て
い
ま
す
。

四
　
賃
金
と
働
き
方
の
変
化

　

賃
金
構
造
は
、
昭
和
か
ら
平
成
に

か
け
て
は
、
年
齢
や
勤
続
年
数
に
応

じ
て
上
昇
す
る
年
功
的
な
賃
金
カ
ー

ブ
が
一
般
的
で
、
長
期
雇
用
が
前
提

の
制
度
と
し
て
機
能
し
て
き
ま
し
た
。

　

賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
な
ど
を

見
る
と
、
近
年
の
年
齢
別
賃
金
カ
ー

ブ
は
緩
や
か
に
な
っ
て
お
り
、
年
齢

だ
け
で
賃
金
が
決
ま
る
仕
組
み
は
統

計
上
も
明
確
に
変
化
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
近
年
は
賃
金
引
上
げ
の

動
き
も
活
発
化
し
て
い
ま
す
。
賃
上

げ
を
実
施
す
る
企
業
の
割
合
は
上
昇

傾
向
に
あ
り
、
賃
金
水
準
が
比
較
的

高
い
伸
び
を
示
し
た
年
も
見
ら
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
そ
の
内
容
は
一
様
で

は
な
く
、
特
定
の
職
種
や
人
材
に
重

点
的
に
配
分
す
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
限
ら
れ
た
原
資

の
中
で
、ど
の
よ
う
に
人
材
を
確
保
・

定
着
さ
せ
る
か
企
業
ご
と
の
判
断
が

反
映
さ
れ
た
結
果
と
い
え
ま
す
。

　

賃
金
と
働
き
方
の
関
係
は
、
も
は

や
「
長
く
勤
め
れ
ば
上
が
る
」
と
い

う
単
純
な
構
造
で
は
な
く
、
働
き
方

や
役
割
な
ど
と
密
接
に
結
び
付
く
も

の
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

五
　
企
業
に
求
め
ら
れ
る

　
働
き
方
の
見
直
し

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
統
計
で
は
、

日
本
の
働
き
方
の
前
提
が
昭
和
期
か

ら
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
示

さ
れ
、
こ
の
傾
向
は
、
企
業
規
模
を

問
わ
ず
、
従
来
の
働
き
方
を
前
提
と

し
た
経
営
が
見
直
し
を
迫
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　

特
に
中
小
企
業
に
と
っ
て
、
働
き

方
の
見
直
し
は
「
余
力
が
あ
れ
ば
取

り
組
む
施
策
」
で
は
な
く
、
人
材
確

保
や
事
業
継
続
に
直
結
す
る
課
題
と

な
っ
て
き
た
と
言
え
ま
す
。

　

若
年
層
や
子
育
て
世
代
、
高
年
齢

者
と
い
っ
た
多
様
な
人
材
を
確
保
す

る
た
め
に
は
、
労
働
時
間
や
休
日
、

働
き
方
の
柔
軟
性
が
重
要
な
鍵
と
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
統
計
が
示
す
社

会
全
体
の
変
化
に
対
応
で
き
な
い
場

合
、
採
用
や
定
着
の
面
で
不
利
に
な

る
可
能
性
も
高
ま
り
ま
す
。

　

も
っ
と
も
、
中
小
企
業
に
お
け
る

働
き
方
の
見
直
し
は
、
大
企
業
と
同

じ
施
策
を
そ
の
ま
ま
導
入
す
れ
ば
よ

い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
限
ら
れ

た
人
員
や
資
源
の
中
で
、
業
務
の
優

先
順
位
を
見
直
し
、
属
人
化
を
減
ら

し
、
働
き
方
に
一
定
の
柔
軟
性
を
持

た
せ
る
な
ど
の
「
実
務
に
即
し
た
工

夫
」
が
重
要
と
な
り
ま
す
。
部
分
的

な
改
善
で
あ
っ
て
も
、
積
み
重
ね
る

こ
と
で
働
き
や
す
さ
は
着
実
に
向
上

し
ま
す
。

　

昭
和
の
頃
に
は
想
定
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
働
き
方
が
普
及
し
つ
つ
あ
る

昨
今
に
お
い
て
は
、
自
社
の
実
情
に

即
し
た
形
で
働
き
方
を
再
設
計
し
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

昭和・平成→令和にかけての働き方の変化
　

昭和・平成 令　和

　長時間労働（年2,000時間超） ➡ 　労働時間の減少（年1,700時間台）

　正社員中心・終身雇用 ➡ 　多様な雇用形態・柔軟な働き方

　年功序列賃金 ➡ 　賃金カーブが緩やかに・選択的賃上げ

　休日少・有休取得率低い ➡ 　年間休日増・有休取得率も高水準に

　定年＝引退 ➡ 　高齢者の就業継続（65～69歳で約5割）

企業に求められること
・�従来の働き方を前提とし
た経営を見直す

・�働き方の見直しが人材確
保や事業継続に直結

・�多様な人材確保には労働
時間や休日、働き方の柔
軟性が鍵

・�中小企業は実務に即した
工夫で働き方を再設計
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　厚生年金保険では、子の養育期間中に報
酬が低下した場合でも、将来受け取る年金
額が不利にならないようにするための特例
措置が設けられています。
　これは「養育期間の従前標準報酬月額の
みなし措置」と呼ばれ、対象となるのは3
歳未満の子どもを養育している被保険者（ま
たは過去に被保険者であった方）です。
　将来の年金額は加入期間中の標準報酬月
額および標準賞与額の平均額などから計算
されるため、養育期間中の低い報酬が年金
額を押し下げるおそれがあり、その影響を
緩和するための救済措置になっています。
　例えば、時短勤務などにより標準報酬月
額が低下した場合、保険料は低下した標準
報酬月額に基づいて計算されますが、将来
受ける年金額は、子どもを養育する前の標
準報酬月額を、養育期間中の標準報酬月額

とみなして計算されます。
　対象期間は、子どもの養育開始月からそ
の子が３歳に達する誕生日の前月までで
す。申出書は被保険者が事業主を経由して
日本年金機構へ提出します。既に退職して
いる場合は本人が直接提出できます。
　なお、申出日前の期間についても、申出
日の前月までの２年間については、さかの
ぼってみなし措置が認められますので、申
請漏れにも対応できます。
　申出書類は「厚生年金保険 養育期間標準
報酬月額特例申出書・終了届」で、必要に
応じて戸籍謄（抄）本や住民票などの添付
書類が求められますが、事業主が身分関係
を確認した場合や申出者と子に日本の戸籍
があり、双方の個人番号が記入されている
場合は添付が一部省略できます。
　この制度を適切に活用することで、子の
養育中に報酬が減少しても、将来の年金額
が不利にならないため、安心して働き続け
ることができます。

〈厚生年金〉 
養育期間の標準報酬月額の特例

　今年7月1日から、民間企業の障害者の
法定雇用率は2.5％から2.7％へ引き上げ
られ、雇用義務対象の企業規模は従業員数
「40人以上」から「37.5人以上」へと拡大さ
れます。引上げ開始までに、余裕を持って
準備を進めていくとよいでしょう。
　人事担当者による手順の例として、まず
自社における障害者の実雇用率を把握し、
採用計画を検討します。障害者を採用する
際は、業務内容の整理、配慮事項の確認、
ハローワーク等との連携による求人票提出、
職場定着を見据えた受入体制の整備などを
行います。必要に応じ、厚生労働省や（独）
高齢・障害・求職者雇用支援機構等により
公開されている資料をご参照ください。
　あわせて、毎年6月1日時点の障害者雇
用状況報告といった法令上の義務に加え、
障害者雇用推進者の選任（努力義務）など、
社内体制の整備も重要です。

4月の労務 ピックアップ  
障害者の法定雇用率引上げ 
に向けた準備
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